
（平成２３年６月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 14 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 13 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

京都国民年金 事案 2293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年４月から同年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

   

第２  申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

                               

  ２ 申立内容の要旨   

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63 年４月から同年９月まで 

             ② 平成８年４月から同年７月まで 

    申立期間①及び②の国民年金保険料は、それぞれ区役所の窓口で毎月

納付していた。申立期間が未納となっていることには納得できないので、

調査してほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立期間①は６か月と短期間であるとともに、国民年金保険料納付の前

提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者の記録により

昭和 63 年 11 月に払い出されていることが確認でき、申立人は、この頃国

民年金に加入したものと推認され、Ａ市が国民年金の加入状況、保険料の

納付状況等を記録している国民年金収滞納リストでは、申立期間の保険料

を現年度納付した記録は見当たらないものの、申立期間前後の保険料を過

年度納付していることがオンライン記録により確認できることから、申立

期間についても過年度納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間②について、申立人は、申立期間の国民年金保険料は区

役所の窓口で毎月納付していたと主張している。 

   しかしながら、Ａ市の国民年金収滞納リストでは、申立期間の国民年金

保険料を現年度納付した記録は見当たらない上、申立期間に係る納付書は、

コンピュータにより月ごとに作成され、光学式文字読取機（OCR）により納

付記録として入力されることから、申立期間の納付記録全てが漏れるとは



                      

  

考え難い。 

   また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しな

い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 63 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2294 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年 10 月から同年 12 月までの期間及

び平成元年 11 月から２年３月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年４月から 58 年１月まで 

             ② 昭和 63 年 10 月から同年 12 月まで 

             ③ 平成元年 11 月から２年３月まで 

    高校を卒業して初めて勤めた会社を退職後、昭和 57 年４月頃、Ａ県Ｂ

市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間①の国民年金保険料を納

付した。また、その後に勤めた会社を退職した 63 年 10 月頃、及び平成

元年 11 月頃にも国民年金の加入手続を行い、申立期間②及び③の保険料

を納付した。申立期間①、②及び③について未納とされていることには

納得できないので、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②及び③について、国民年金保険料納付の前提となる申立人の

国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者の記録により平成２年 10 月頃に

払い出されていることが確認できることから、申立人は、この頃国民年金

の加入手続を行ったものと推認でき、この時点で、申立期間②及び③は過

年度納付が可能である上、申立人は加入手続の際に、「何枚か納付書をもら

い保険料を納付した。」としており、当時、Ｂ市では、国民年金の加入届を

受け付けた際、納付可能な過年度分について納付書を作成し、納付勧奨を

行っていたことが確認できることから、申立人は、この納付書により申立

期間②及び③の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 



                      

  

   一方、申立期間①について、申立人が国民年金に加入した上記の時点で

は、既に時効により国民年金保険料を納付できず、申立期間①の保険料を

納付するには特例納付によることとなるが、特例納付が実施されていた時

期ではない。 

   また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 63 年 10 月から同年 12 月までの期間及び平成元年 11 月から２年３月

までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2295 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年６月から同年８月までの期間、59 年２月及び同年３

月の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

                            

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年６月から同年８月まで 

             ② 昭和 59 年２月及び同年３月 

    会社を辞めてから、しばらく国民年金に加入していなかったが、夫が

既に国民年金に加入していたので、婚姻後に私も自宅に来ていた集金人

を通じ加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は夫と一緒に集金人

か金融機関で納付していたはずなので、調査してほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①は３か月、申立期間②は２か月といずれも短期間であるとと

もに、申立人は、国民年金の加入手続を行った昭和 58 年度以降について、

申立期間①及び②を除き 26 年以上、申立人と一緒に国民年金保険料を納付

していたとする申立人の夫は、国民年金に加入した 53 年度以降 32 年以上

にわたり保険料を全て納付しており、加入後の申立人及びその夫の保険料

納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立期間①及び②について、Ａ市が国民年金の加入状況、国民年

金保険料の納付状況等を記録している国民年金収滞納リストでは申立期間

は未納とされ、現年度納付がなされた形跡は確認できないものの、オンラ

イン記録において、昭和 60 年９月６日に国庫金納付書が作成されているこ

とが確認できることから、申立期間の一部について、納付を催告されたも

のと考えられ、社会保険事務所（当時）では、毎年度催告を行う取扱いで

あったことから、申立期間①及び②については 59 年度にも催告されたもの



                      

  

と推認できる。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料が未納であれば、作成・保管される

べき申立人に係る特殊台帳も見当たらないことから、申立人は、申立期間

①及び②の保険料について、催告を受け過年度納付したものとみても不自

然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2296 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年１月から 49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年１月から 49 年３月まで 

    父親から、婚姻後も国民年金保険料を納付するようにと国民年金手帳

を渡された記憶があり、婚姻後は、夫が保険料を納付してくれていた。

申立期間が未納となっていることには納得できないので、調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後の国民年金保険料を全て納付している上、申立人

の父親は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月から 60 歳到達時まで、

申立人の夫は、20 歳から 60 歳到達時までの保険料を完納しており、保険

料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、Ａ市において、昭和 49 年５月に払い出されていることが同手帳記号番

号払出簿により確認できることから、申立人は、この頃国民年金に加入し

たものと推認され、この時点では、申立期間の保険料は過年度納付が可能

であり、当時、同市では、国民年金の加入届を受け付けた際、納付可能な

保険料の過年度納付書を交付し、納付勧奨するのが通例であったことから、

上記の保険料納付意識の高さを踏まえると、申立期間の保険料を過年度納

付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 2297 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年３月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：     

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年３月から同年８月まで  

    母親が、平成７年２月にＡ県Ｂ市役所で国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料は、同市役所で父親のボーナス時期であった

同年７月頃に、５年３月から７年２月までの保険料として 20 万円くらい

を一括で納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに

は納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であるとともに、申立人は、平成５年１月以

降、申立期間を除き、国民年金保険料に未納は無い。 

   また、Ｂ市の国民年金被保険者名簿の過年度納付書欄には、同市が社会

保険事務所（当時）へ過年度納付書の発行を依頼したことを示す｢５年３月

～６年３月｣、｢７・３・13｣及び｢社保へ｣の記載が有り、申立人は、申立期

間直前の５年１月及び同年２月、申立期間直後の５年９月から６年３月ま

での国民年金保険料を過年度納付していることが領収済通知書で確認でき

ることを踏まえると、申立期間についても保険料を納付したものとみても

不自然ではない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2464 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間①のうち、昭和 24 年４月 26 日から同年５月 26 日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日に係る

記録を昭和 24 年４月 26 日、及び資格喪失日に係る記録を同年５月 26 日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を 1,200 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年１月１日から 26 年１月１日まで 

             ② 昭和 25 年１月１日から 26 年５月 30 日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立

期間①及び②について未加入となっていることが分かった。この間は、

それぞれＡ株式会社及びＢ所（現在はＣ株式会社）に正社員として勤務

していた時期で、厚生年金保険に未加入となっていることは考えられな

い。申立期間について厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が保管するＡ株式会社の工賃計算票により、

申立人が昭和 24 年４月 26 日から同年５月 25 日まで同社に勤務していたこ

とが確認できる。 

   また、上記工賃計算票によると、控除された厚生年金保険料が、昭和 24

年４月当時の標準報酬月額表から計算される保険料額と一致していること

から、申立人は、申立期間のうち、昭和 24 年４月 26 日から同年５月 26 日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 



                      

  

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人が保管する工賃計算

票の保険料控除額及び日給額計から 1,200 円とすることが妥当である。 

   一方、オンライン記録において、Ａ株式会社が厚生年金保険の適用事業

所となった日は確認できないが、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によると、昭和 25 年３月 26 日に資格を取得している者が 10 人いる

ことが確認でき、申立人が記憶している複数の同僚が当該被保険者名簿に

記載があること、及び同社の昭和 24 年４月当時の商業登記簿、並びに申立

人は、｢当該事業所の従業員数は５人位だった。｣と供述していることから、

申立期間当時、常時５人以上の従業員が在籍していたと認められ、同社は

申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所としての要件を満たしていたも

のと判断することができる。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は既に死亡若しくは所在不明のため確認できな

いが、事業主は、申立人の申立期間のうち、昭和 24 年４月 26 日から同年

５月 26日までの期間において適用事業所としての要件を満たしていながら、

社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められるこ

とから、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

   一方、申立期間①のうち、昭和 23 年１月１日から 24 年４月 26 日まで、

及び同年５月 26 日から 26 年１月１日までの期間については、Ａ株式会社

は既に解散しており、申立人の勤務実態等を確認できる資料等は保管され

ておらず、事業主及び同僚も死亡若しくは所在不明のため、申立人の当該

期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できる供述

を得ることができない。 

   このほか、上記の期間について、申立人の厚生年金保険料控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間②について、Ｂ所の複数の同僚の供述により、期間の特定はで

きないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｃ株式会社に照会したところ、「当時の資料が保管されていない

ため、申立人の勤務形態及び厚生年金保険料の控除については不明。」と回

答しており、申立期間②において、厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

   また、同僚の一人は、｢私自身の記録も昭和 25 年 10 月から 27 年３月ま



                      

  

で空白となっている。｣と供述しており、Ｂ所においては、実際の勤務期間

と厚生年金保険の加入期間が必ずしも一致していないことがうかがえる。 

   さらに、Ｂ所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

の記載は無く、健康保険番号も連続しており、欠落も見られないため、申

立人に係る厚生年金保険の記録が欠落したとは考え難い。 

   このほか、申立期間②について、申立人の厚生年金保険料控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2465 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年７月３日から 38 年２月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会社Ｂ）にお

ける資格取得日に係る記録を 36 年７月３日に、資格喪失日に係る記録を 38

年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000 円とすること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年７月３日から 38 年５月１日まで 

    私は、昭和 36 年７月に、Ａ株式会社に入社し、当該事業所のＣ工場に

おいて、Ｄ工として勤務していた。38 年４月に退職したが、その期間の

厚生年金保険の被保険者記録がない。私の紹介で後から入社した複数の

元同僚の記録があるのに、私の分だけの記録が抜けていることは納得で

きない。調査の上、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社の複数の元同僚の供述から、申立人がＤ工として、同社Ｃ工

場に勤務していたことが推認できる。 

   また、申立人は、「Ａ株式会社に転職することを決めて、前の事業所を辞

めた。その時に前の事業所の寮から、Ａ株式会社の寮へ移ったので空白期

間は無い。」と申し立てており、複数の元同僚が、「申立人が申立期間前に

勤務していた事業所と同社は、道を挟んでほぼ向い側にあり、見えるくら

い近所だった。」と回答していること、及び申立人の紹介で当該事業所に入

社し、前の事業所から引続き申立人と同じ寮で生活していた元同僚が、「仕



                      

  

事が終わった後に、前の事業所の寮から同社の寮へと移り、その翌日から

同社で仕事をした。申立人も同じだったと思う。」と供述していること等か

ら、申立人の入社日に係る主張については、信憑性が高いと考えられる。 

   一方、申立人の勤務期間については、複数の元同僚は、「申立人は昭和 38

年に退職した。」と供述していることから、少なくとも申立人が同年１月ま

ではＡ株式会社に勤務していたものと推認できる。 

   また、申立人の厚生年金保険の加入については、Ａ株式会社Ｃ工場の元

責任者であり、申立人と同じＤ業務に従事していた元同僚が、「申立人には

見習期間はなかった。」と供述していること、及び複数の元同僚は、「Ｃ工

場には試用期間はなく、全員が社会保険に加入していた。」と供述しており、

元同僚はいずれも厚生年金保険に加入していることが確認できることから、

申立人についても、同様の取扱いがなされていたと考えるのが相当である。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年７

月３日から 38 年２月１日までの期間において、厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同じ年齢で、同種

の業務に従事していた元同僚の標準報酬月額の記録から１万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ株式会社の元事業主は既に死亡しているため不明と回答しているが、申

立期間において、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記

録が失われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険

者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者報酬月額算定基礎

届及び被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いず

れの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していないとは通常

の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格

の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る昭和 36 年７月から 38 年１月までの厚生年金保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2466 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、申立てに係る標準賞与額に係る

記録を 58 万 3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： ① 平成 17 年６月 30 日  

            ② 平成５年 10 月１日から９年４月１日まで 

            ③ 平成９年４月１日から同年８月 1 日まで  

            ④ 平成 17 年６月１日から 18 年６月１日まで  

    株式会社Ａ(現在は、株式会社Ｂ)に勤務していた申立期間①において、

賞与から厚生年金保険料が控除されているが標準賞与額に反映されない。

また、申立期間②、③及び④において、所持する給与支給明細書で支給

されている報酬額にくらべ、標準報酬月額が低く記録されているので記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している賞与支給明細書から、申立人は申立期間①に株式

会社Ａから賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていることが確認できる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細書で確認で

きる保険料控除額から、58 万 3,000 円とすることが必要である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は「申立人の賞与から保険料を徴収したが、社会保険事務所(当時)

に申立人に係る賞与支払届を提出していない。」と回答していることから、



                      

  

社会保険事務所は、申立人の申立期間①に係る標準賞与額に基づく厚生年

金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立人は、申立期間②、③及び④において、標準報酬月額の相違

について申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

   申立期間②及び③において、申立人が所持する給与支給明細書により、

当該期間における給与支給額は、オンライン記録の標準報酬月額(50 万円)

と同額あるいは高額であるものの、当該給与から控除されている厚生年金

保険料額は、オンライン記録の標準報酬月額から算定した厚生年金保険料

と一致していることが確認できる。 

   なお、申立期間③のうち、平成９年７月については、厚生年金保険料控

除額は翌月控除のため確認することができないが、同月以前の厚生年金保

険料額から判断して、標準報酬月額 50 万円に相当する保険料が継続して控

除されていたものと推認できる。 

   申立期間④において、申立人が所持する給与支給明細書により、給与支

給額がオンライン記録の標準報酬月額(38 万円)よりも高額であるものの、

当該給与から控除されている厚生年金保険料額はオンライン記録の標準報

酬月額から算定した厚生年金保険料と一致あるいは低額であることが確認

できる。 

   なお、申立期間④のうち、平成 18 年５月については、厚生年金保険料控

除額は翌月控除のため確認することができないが、同月以前の厚生年金保

険料控除額から判断して、標準報酬月額 38 万円に相当する保険料が継続し

て控除されていたものと推認できる。 

   このほか、申立人の申立期間②、③及び④について、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②、③及び④について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2467 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、平成 18 年７月 11 日及び同年 12 月 11 日に支給された賞与に

おいて、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、申立期間の標準賞与額の記録を 18 年７月 11 日は 29 万

1,000 円、同年 12 月 11 日は 35 万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 11 日 

             ② 平成 18 年 12 月 11 日 

    Ａ株式会社Ｂ支店に勤務中の申立期間の賞与の記録が無かった。会社

で賃金台帳を確認したところ、申立期間の賞与から厚生年金保険料が控

除されていることが確認できた。調査の上、記録を認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②については、事業所が保管する賃金台帳（18 年度）か

ら、申立人に対し、申立期間①及び②にそれぞれ賞与が支給され、厚生年

金保険料が控除されていたことが認められる。 

   したがって、申立期間①及び②の標準賞与額については、賃金台帳（18

年度）の賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 29 万

1,000 円、申立期間②は 35 万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人に係る賞与支払届を提出しておらず、当該賞与に係る厚

生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事務

所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 2468 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、平成 17 年 12 月 14 日に支給された賞与において、厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

申立期間の標準賞与額の記録を 21 万 3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年 12 月 14 日 

    Ａ株式会社Ｂ支店に勤務中の申立期間の賞与の記録が無かった。会社

で賃金台帳を確認したところ、申立期間の賞与から厚生年金保険料が控

除されていることが確認できた。調査の上、記録を認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、事業所が保管する賃金台帳（17 年度）から、申立

人に対し、申立期間に賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されていた

ことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、賃金台帳（17 年度）の

賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、21 万 3,000 円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人に係る賞与支払届を提出しておらず、当該賞与に係る厚

生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事務

所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 2469 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、平成 18 年７月 11 日及び同年 12 月 11 日に支給された賞与に

おいて、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、申立期間の標準賞与額の記録を 18 年７月 11 日は 25 万

5,000 円、同年 12 月 11 日は 25 万 5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 11 日 

             ② 平成 18 年 12 月 11 日 

    Ａ株式会社Ｂ支店に勤務中の申立期間の賞与の記録が無かった。会社

で賃金台帳を確認したところ、申立期間の賞与から厚生年金保険料が控

除されていることが確認できた。調査の上、記録を認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②については、事業所が保管する賃金台帳（18 年度）か

ら、申立人に対し、申立期間①及び②にそれぞれ賞与が支給され、厚生年

金保険料が控除されていたことが認められる。 

   したがって、申立期間①及び②の標準賞与額については、賃金台帳（18

年度）の賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 25 万

5,000 円、申立期間②は 25 万 5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人に係る賞与支払届を提出しておらず、当該賞与に係る厚

生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事務

所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 2470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、平成 18 年 12 月 11 日に支給された賞与において、厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

申立期間の標準賞与額の記録を 17 万 5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年 12 月 11 日 

    Ａ株式会社Ｂ支店に勤務中の申立期間の賞与の記録が無かった。会社

で賃金台帳を確認したところ、申立期間の賞与から厚生年金保険料が控

除されていることが確認できた。調査の上、記録を認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、事業所が保管する賃金台帳（18 年度）から、申立

人に対し、申立期間に賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されていた

ことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、賃金台帳（18 年度）の

賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、17 万 5,000 円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人に係る賞与支払届を提出しておらず、当該賞与に係る厚

生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事務

所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2471 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社本社における資格

喪失日を昭和 42 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年６月 30 日から同年７月１日まで 

    私は、Ａ株式会社に勤務していたが、昭和 42 年７月 1 日付で内部異動

により、同社Ｂ事業所に転勤になった。ねんきん定期便を見ると、同年

６月 30 日に資格喪失となっており、同年６月の厚生年金保険の記録が抜

けている。会社が届出を誤っていたので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及びＡ株式会社の回答から判断すると、申立人が同社に

継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ事業所に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、Ａ株式会社の事業主は、当時の事務担当者が、

申立人の最終勤務日を厚生年金保険被保険者資格喪失日として、誤って届

け出たことを認めていることから、同社本社における資格喪失日を昭和 42

年７月１日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社本社に

おける昭和 42 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに



                      

  

ついては、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所に誤

って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないこ

とを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保

険料の納入告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2472 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年 11 月１日から 31 年２月 26 日まで 

    申立期間について、脱退手当金が支給済みとされているが、脱退手当

金を受給した覚えが無いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立期間の脱退手当金は、昭和 35 年７月５日

に支給決定されたこととなっており、申立人の厚生年金保険被保険者台帳

を見ると、脱退手当金支給額の算定のために必要となる標準報酬月額等を

厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答した年月日として「35.

４.19」の記載が有る。 

   しかし、申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者資格喪失日から約４年４か月後の昭和 35年７月５日に支給決定されたこ

ととなっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難

い上、申立人は昭和 35 年１月５日から同年７月１日まで、Ａ有限会社にお

いて厚生年金保険被保険者であり、脱退手当金の請求から支給決定までの

事務処理に要する期間を考慮すると、申立人がＡ有限会社の被保険者期間

中に脱退手当金が請求されたものと考えるのが相当であることから、申立

人が脱退手当金を請求する意思を有していたと考えるのは不自然である。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

京都国民年金 事案 2298 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年６月から５年５月までの期間及び平成５年９月から７

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

                            

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年６月から５年５月まで 

             ② 平成５年９月から７年３月まで 

    私は、平成６年６月頃にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行い、

その際、国民年金保険料を２年分遡って納付できると聞き、窓口で１年

分の保険料を一括納付し、後に残り１年分の保険料を遡って納付した。

申立期間が未納となっていることには納得できないので、調査してほし

い。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年６月頃にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行い、

申立期間①の国民年金保険料を遡って同区役所の窓口で一括納付し、その

後、申立期間②の保険料も同窓口で納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金保険料納付の前提となる

申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者の記録により平成７年

２月頃に払い出されていることが確認でき、申立人は、この頃国民年金の

加入手続を行ったものと推認され、この加入時点では４年６月から同年 12

月までの保険料は既に時効により納付できないことから、１年分を一括納

付したとする申立内容とは符合しない。    

   また、申立期間②について、申立人が国民年金の加入手続を行った上記

の時点では、平成６年４月以降は現年度保険料としてＡ市に納付すること

となるが、同市が国民年金の加入状況、国民年金保険料の納付状況等を記



                      

  

録している国民年金収滞納リストには現年度納付した記録は無い上、国庫

金である過年度保険料は、市町村では収納できない。 

   さらに、申立期間①及び②の納付書は、コンピュータにより月ごとに作

成され、光学式文字読取機(OCR)により納付記録として入力されることから、

申立期間の国民年金保険料納付記録が全て漏れるとは考え難い。 

   なお、申立人は、平成７年度及び８年度の国民年金保険料を、それぞれ

１年分ずつ一括納付していることがＡ市の国民年金収滞納リスト及びオン

ライン記録により確認できることから、当該期間の納付と誤認している可

能性がうかがわれる。 

   加えて、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人に

ついて、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2299 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 10 月から 50 年２月までの期間、51 年 10 月、55 年２

月、56 年２月から同年５月までの期間、57 年９月から 58 年８月までの期

間、平成元年 11 月から２年４月までの期間及び４年３月から５年９月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年 10 月から 50 年２月まで 

             ② 昭和 51 年 10 月 

             ③ 昭和 55 年２月 

             ④ 昭和 56 年２月から同年５月まで 

             ⑤ 昭和 57 年９月から 58 年８月まで 

             ⑥ 平成元年 11 月から２年４月まで 

             ⑦ 平成４年３月から５年９月まで 

    母親が、Ａ県Ｂ市役所Ｃ出張所で国民年金の加入手続を行ってくれ、

申立期間①、②、③、④及び⑤については同出張所で、申立期間⑥及び

⑦についてはＤ県Ｅ市役所で、それぞれ国民年金保険料を納付してくれ

ていた。調査してほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親がＢ市役所Ｃ出張所で国民年金の加入手続を行い、

申立期間①、②、③、④及び⑤については同出張所で、申立期間⑥及び⑦

についてはＥ市役所で、それぞれ国民年金保険料を納付してくれていたと

主張している。 

   しかしながら、Ｂ市に居住していた申立期間①、②、③、④及び⑤につ

いて、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号



                      

  

（＊）は、昭和 52 年３月に同市で払い出されていることが同手帳記号番号

払出簿により確認できるものの、申立人は、51 年 11 月４日に国民年金被

保険者資格を取得し、54 年８月 30 日に同資格を喪失していることが同市

の国民年金被保険者名簿により確認でき、このことは当時の申立人に係る

国民年金被保険者台帳である特殊台帳の記録とも一致していることから、

同市では、申立期間は被保険者として管理しておらず、申立人は、申立期

間の保険料を現年度納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立期間に係る申立人の国民年金記録は平成７年 11 月に追加処理

されたものであることがオンライン記録により確認でき、この処理時点で

は、いずれの申立期間も既に時効により国民年金保険料を納付できない期

間である。 

   さらに、申立人がＥ市に居住していた申立期間⑥及び⑦について、同市

の国民年金被保険者名簿において現年度保険料を納付した記録は見当たら

ないことから、申立期間の国民年金保険料を納付するには過年度納付によ

ることとなるが、申立期間に係る過年度保険料の納付書は、コンピュータ

により作成され、光学式文字読取機（OCR）により納付記録として入力され

ることから、申立期間の保険料の全てが漏れるとは考え難い。 

   なお、申立人には、昭和 61 年５月に上記とは別の国民年金手帳記号番号

（＊）がＥ市で払い出されていることが同市の国民年金被保険者名簿によ

り確認できるが、国民年金の記録は同年 10 月に、52 年３月に払い出され

た上記の同手帳記号番号（＊）に統合の上、管理されている。 

   加えて、申立人の母親又は申立人が申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及

び⑦の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない上、申立人について、氏名を複数の読み方で検

索したが、該当者はおらず、上記以外の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2300 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年４月から 62 年 12 月までの期間、63 年 10 月から平成

元年３月までの期間及び元年６月から同年 10 月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年４月から 62 年 12 月まで 

             ② 昭和 63 年 10 月から平成元年３月まで 

             ③ 平成元年６月から同年 10 月まで 

    私は、昭和 61 年頃に国民年金に加入した。その際、59 年４月からの

未払い分の請求書が届いたため、２、３か月ごとに、数か月分から半年

分の国民年金保険料をＡ信用金庫の渉外係（集金）を通じて納付し、加

入後の保険料は同信用金庫の口座振替により納付していた。申立期間が

未納とされていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年頃に国民年金に加入し、送付されてきた納付書によ

り申立期間の国民年金保険料を納付し、加入後の保険料は口座振替により

納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、申立人の前の国民年金手帳記号番

号の被保険者の記録及び申立人は平成２年３月 30 日に保険料を納付して

いることがオンライン記録で確認できることから、国民年金保険料納付の

前提となる申立人の同手帳記号番号は、元年 12 月から２年３月までの間に

払い出されており、申立人は、この頃国民年金に加入したものと推認され、

昭和 61 年に国民年金に加入したとする申立内容とは符合しない上、申立人

が国民年金に加入した時点では、申立期間①の一部は既に時効により保険

料を納付できない期間である。 



                      

  

   また、申立期間①、②及び③について、申立人は、Ｂ市が国民年金の加

入状況、国民年金保険料の納付状況等を記録している国民年金収滞納リス

トにおいて、申立期間①及び②は登載されておらず、申立期間③は未納と

記載されていることから、保険料を現年度納付していなかったものと考え

られる上、当時、申立期間に係る過年度納付書はコンピュータにより作成

され、光学式文字読取機(OCR)により納付記録として入力されることから、

申立期間①、②及び③の保険料全てが漏れるとは考え難い。 

   なお、申立人は、Ａ信用金庫の渉外係を通じて、同信用金庫に開設して

いる口座から国民年金保険料を、数か月から６か月分引き出し納付してい

たとしているが、申立期間について、Ａ信用金庫が保管している当該口座

の元帳には、保険料に相当する金額の出金の記録は見当たらない。 

   さらに、上記の元帳には、申立期間③のうち、平成元年６月から９月ま

でについて、毎月の国民年金保険料が口座振替されている記載が認められ

るものの、Ｂ市の収滞納リストでは、申立人が口座振替による保険料納付

を開始したのは７年６月であることが確認できる上、申立期間当時、同居

していた申立人の母親は、当該期間について、上記の申立人のＡ信用金庫

の口座により口座振替を行っていることが確認できることから、当該出金

記録は申立人の母親の保険料とみるのが相当である。 

   加えて、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①、

②及び③の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない上、申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はお

らず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2301 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年５月から 44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月から 44 年３月まで 

    母親が私の国民年金の加入手続を行ってくれ、自身の分と一緒に兄及

び私の国民年金保険料を納付してくれていた。私が以前所持していた国

民年金手帳の検認欄には、20 歳から保険料を現年度納付したことを示す

検認印が押されていたので、現在所持する年金手帳の「国民年金の記録」

欄に、被保険者となった日が昭和 43 年＊月＊日と記載されているのだと

思っている。申立期間が未納とされていることには納得できないので、

調査してほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料を自身及び兄の分と一緒に納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 44 年４月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認できることから、この頃申立人の国民年金加入手続が行われ

たものと推認され、申立人と同日に同手帳記号番号が払い出されている申

立人の兄も申立期間は未納であり、申立期間直後の同年４月から、申立人

及びその兄は保険料納付を開始していることが当時の国民年金被保険者台

帳である特殊台帳により確認でき、これはオンライン記録とも一致してい

る。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点では、申立人は、申立期

間の国民年金保険料を納付するには過年度納付によることとなるが、遡っ



                      

  

て納付したとの主張も無い。 

   なお、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していた根拠として、

所持している年金手帳に被保険者となった日が記載されていることを挙げ

ているが、被保険者となった日は保険料納付の事実を示すものではなく、

その日に国民年金被保険者の資格を取得したことを示すものである。 

   さらに、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存

しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2302 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 50年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 50 年７月まで 

    私は、婚姻前はＡ市Ｂ区で下宿しており、同居していた叔母の勧めで、

昭和 36 年頃国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は集金人に納付

していた。婚姻後は全く憶えていないが、間違いなく納付していると思

う。申立期間が未納とされていることには納得できないので調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年頃、同居していた申立人の叔母宅で、国民年金の加

入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は集金人に納付していたと主張

している。 

   しかしながら、申立期間の国民年金保険料を納付するには、申立人に対

して、申立期間当時に国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必

要であるが、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによりＣ県内全て

について、「Ｄ（漢字） Ｅ（カナ）」及び「Ｆ（漢字） Ｇ（カナ）」で検

索したが、申立人に対して同手帳記号番号が払い出された形跡は見当たら

ない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号「＊」は、昭和 50 年９月に任意の

資格で払い出されていることが同手帳記号番号払出簿で確認でき、申立人

が所持する国民年金手帳においても、同年８月 30 日にＡ市Ｂ区で発行され、

資格取得日は「50 年８月 29 日 任意」と記載されていることから、申立

人は、この日に任意の資格で国民年金に加入したものと推認でき、申立期



                      

  

間は国民年金に未加入の期間であり、申立人は申立期間の国民年金保険料

を納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

オンライン記録により婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該

当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年４月２日から平成元年３月 12 日まで 

    社会保険庁(当時)に記録されている株式会社Ａで勤務していた間の標

準報酬月額が、当時の給与振込額と大幅に相違している。調査の上、訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立ているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

   したがって、調査の結果、申立人の給与支給額が推認できる場合であっ

ても、申立人の給与から控除された厚生年金保険料額が確認できない場合

は、特例法に基づくあっせんの対象に当たらない。 

   本件については、申立人は申立期間のうち、昭和 59 年４月から 63 年２

月までの給与振込口座預金通帳写しを提出しているが、当該資料からは申

立期間に係る給与振込額が標準報酬月額を上回っている月も見受けられる

ものの、総支給額の内訳は不明であり、厚生年金保険料控除額について確

認することはできない。 



                      

  

   また、株式会社Ａに照会したところ、「申立期間に係る給与額や厚生年金

保険料の控除額が分かる賃金台帳等の資料を保有しておらず、申立期間当

時の事業主も既に死亡していることから、何も分からない。」と回答してい

ることから、申立人の申立期間の報酬月額及び保険料控除額について確認

することができない上、同社の事業主に現在の賃金体系について参考資料

の提出を求めたが、「当時と現在では業務内容及び賃金体系も異なっている

ため、比較しても意味がなく、回答及び資料提出の協力はできない。」と回

答していることから、同社における賃金体系や給与の内訳についても不明

である。 

   さらに、元同僚が、「当時経理事務を担当していたのはＢ市Ｃ区のＤ経理

事務所であった。」と回答していることから、Ｅ税理士会への照会及びＢ市

の電話帳による調査を行ったが、当該経理事務所を確認することができな

かった。 

   加えて、申立人の株式会社Ａ退職に係る雇用保険の受給記録において、

離職時賃金日額は 8,733 円と記載されており、離職日の直前６か月間の平

均した報酬月額は 26 万 1,990 円であり、当該期間のオンライン記録の標準

報酬月額 26 万円に相当するものである。 

   また、株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿を確認したが、申立人の

標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、オンライン記録とも一致してお

り、不適切な処理が行われた形跡は見当たらない。 

   なお、株式会社Ａの被保険者記録照会回答票により、申立人と同時期に

入社したと思われる複数の元同僚の申立期間当時の標準報酬月額は、申立

人とほぼ同程度であり、これら元同僚のうち複数の者は、「当時、支給され

ていた給料額と標準報酬月額の記録に相違はない。」と供述している。 

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2474 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年 12 月 14 日から 44 年８月 21 日まで 

    Ａ病院（現在は、Ｂ会）における厚生年金保険被保険者期間について、

脱退手当金が支給済みになっていることを知ったが、受給した記憶は無

いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ病院の申立期間に係る脱退手当金を受給していないと主張

している。 

   しかしながら、Ｃ年金事務所の保管する申立人の脱退手当金裁定請求書

には、「受付 44.8.28」、「支払済 44.10.21」と押印されているとともに、

脱退手当金請求時に厚生年金保険被保険者証を紛失した旨の申立人の始末

書が保管されており、申立人の署名及び押印と「支払済 44.10.21」の押

印が確認できる。 

   また、Ａ病院に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄に

は、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱手」の表示が有ると

ともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していな

いことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   なお、申立人には、申立期間以前に脱退手当金が未請求となっている別

事業所での厚生年金保険被保険者期間が有るが、未請求の被保険者期間と

申立期間である被保険者期間とは別番号で管理されており、当時、請求者

からの申出が無い場合、別番号で管理されている被保険者期間を把握する



                      

  

ことは困難であったことを踏まえると、支給されていない期間が存在する

ことに不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2475 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 11 年３月 21 日から同年４月１日まで 

             ② 平成 11 年 10 月１日から 12 年３月 21 日まで 

    有限会社Ａ(現在は、株式会社Ｂ)に平成 11 年３月 21 日からＣ課の正

社員として勤務をしたが、厚生年金保険の被保険者資格取得日が同年４

月１日となっている。また、同年 10 月分の給与から標準報酬月額 19 万

円に相当する厚生年金保険料が給与から控除されていたが、ねんきん定

期便の記録によると 18 万円になっている。調査して、申立て通りの資格

取得日及び標準報酬月額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、株式会社Ｂが保管する労働者名簿の記録及び申立

人に係る雇用保険の加入記録から、申立人は申立期間において、当該事業

所に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、上記の労働者名簿には厚生年金保険加入年月日が平成 11 年４月

１日と記録されており、株式会社Ｂの担当者は、「就職日は平成 11 年３月

21 日であるが新卒の新入社員だったために、厚生年金保険については同年

４月１日の取得になったと思われる。」と回答している。 

   また、申立人を含む新卒で同期入社の５人全員の雇用保険の資格取得日

は申立人と同じ平成 11 年３月 21 日であるが、厚生年金保険資格取得日は

同年４月１日となっていることから、当時、当該事業所においては、必ず



                      

  

しも入社後ただちに厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことが

うかがえる。 

   さらに、株式会社Ｂは、「賃金台帳等の関連資料は保管されていないが、

平成 11 年４月 28 日支給の給与は４月分の給与として支給し、４月分の厚

生年金保険料を控除した。」と回答している上、上記の複数の同期入社の同

僚及び当該事業所に係るオンライン記録に被保険者記録のある複数の者に

照会しても、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の控除について確認

できる供述を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間②について、株式会社Ｂが保管する申立人に係る「健康保険厚

生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」から、平成 11 年５月から同年７

月までの平均報酬額が 18 万 544 円で標準報酬月額は 18 万円に決定してい

ることが確認できる。 

   また、申立人が所持している平成 11 年分給与所得の源泉徴収票に記載さ

れている社会保険料等の金額は、標準報酬月額 18 万円で試算した厚生年金

保険料を含む社会保険料額の合計額とほぼ一致していることから、平成 11

年 10 月以降もオンラインに記録されている標準報酬月額 18 万円に相当す

る厚生年金保険料が給与から控除されていたことがうかがえる。 

   このほか、申立人の申立期間②について、申立人の主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②についてその主張する

標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2476 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年４月から 32 年９月まで 

             ② 昭和 32 年９月から 32 年 11 月まで 

             ③ 昭和 33 年 1 月から 36 年４月まで 

    申立期間①は、昭和 31 年中学を卒業して有限会社Ａに入社し、亜鉛板

を硝酸で溶かして印刷用の原版を作っていた。 

    申立期間②は、（株）Ｂではお菓子の製造をしていた。 

    申立期間③は、Ｃ店（後のＤ株式会社）では、冷蔵庫の製作や修理な

どで飲食店まで出張していた。 

    すべての申立期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立期間当時の複数の同僚の供述、及び申立人は、

「退職する前に有限会社Ａが移転し、移転先も記憶にある。」と供述してい

るところ、登記簿謄本によると、当該事業所の移転は昭和 31 年９月となっ

ていることから、少なくとも当該事業所の移転までは勤務していたものと

推認できる。 

   しかし、有限会社Ａは廃業している上、申立期間当時の事業主の連絡先

も不明であることから、申立人の申立期間①における勤務実態及び申立人

の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認することはできな

い。 

   また、申立期間当時の同僚に照会したところ、複数の同僚が、「入社した

後の数か月間は見習いであった。」と供述しており、そのうちの１人は、「採



                      

  

用後一定期間を経て正社員となってから厚生年金保険に加入させていた。」

と供述している。 

   さらに、当該同僚の供述から、中学を卒業して同時期に入社したとする

３人の同僚についてみると、入社してから６か月後に厚生年金保険に加入

していることが確認できる。 

   加えて、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人

の氏名は記載されていない上、健康保険の整理番号が連続しており欠番も

見られないことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

   申立期間②について、株式会社Ｂの申立期間当時の事業主は連絡先が不

明であり、当該事業所は破産していることから、申立人の勤務実態及び申

立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認することはで

きない。 

   また、申立人は、「臨時のアルバイトであった。」と供述している上、株

式会社Ｂに勤務していた複数の従業員に照会しても、申立人を記憶してい

ると回答する者は確認できない。 

   さらに、当時の同僚で、入社内定後に年末までアルバイト勤務していた

と供述している者について、アルバイト期間の厚生年金保険の加入記録が

確認できないことから、当該事業所はアルバイト社員については厚生年金

保険の加入手続の取扱いをしていなかったことがうかがえる。 

   申立期間③について、申立期間当時の複数の同僚の供述から、期間は特

定できないものの、申立人がＣ店に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立期間当時の社会保険担当者は、「会社組織(昭和 37 年

４月)になってから、社会保険に加入した。」と供述しており、オンライン

記録において、Ｄ株式会社が厚生年金保険の適用事業所になったのは、昭

和 37 年６月１日であり、それ以前の申立期間において適用事業所であった

記録は無い。 

   このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2477 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年２月 13 日から 37 年８月 12 日まで 

             （Ａ工場） 

    申立期間の脱退手当金は受給していないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ年金事務所に保管されている申立人の脱退手当金裁定請求書には、Ａ

工場に係る厚生年金保険被保険者期間について脱退手当金を請求したこと

を示す、「受付 38.１.25 Ｂ社会保険事務所」、「交付済 38.４.19 小切手」

の押印が有るとともに、申立人の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無

いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   なお、申立人には、申立期間の前に脱退手当金が未請求となっている別

の事業所の厚生年金保険被保険者期間が有るが、上記裁定請求書には職歴

として記載されておらず、未請求の被保険者期間と申立期間である被保険

者期間とは別番号で管理されており、当時、請求者からの申出が無い場合、

別番号で管理されている被保険者期間を把握することは困難であったこと

を踏まえると、支給されていない期間が存在することに不自然さはうかが

えない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2478 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年 11 月９日から 38 年１月 11 日まで 

             （Ａ株式会社） 

    脱退手当金が支給済みになっていることを知ったが、受給した記憶は

無いので、調べてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示がされているとともに、申立期間の脱退手当金の支給額に計

算上に誤りが無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約７か月後の昭和 38 年７月 23 日に支給されているなど、脱退手当金の支

給等に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、上記被保険者名簿において、申立人の資格喪失日前後の昭和 36 年

から 45 年までに被保険者資格を喪失した女性のうち、脱退手当金の受給資

格である２年以上の被保険者期間を有する者 13 人について脱退手当金の

支給記録を確認したところ、申立人を含む 11 人に脱退手当金の支給記録が

あり、そのうち 10 人は、被保険者資格喪失日から７か月以内に脱退手当金

が支給されている。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2479 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年５月１日から 44 年 10 月１日まで 

    申立期間の厚生年金保険被保険者期間は、脱退手当金が支給済みとさ

れているが、私は、脱退手当金を受給した記憶が無いので、調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金の支給を裏付ける申立人の脱退手当金裁定請求書には、「受付 

47.６.13 Ａ社会保険事務所」、「現金 47.９.22 支払済」の押印が有る

とともに、昭和 47 年９月 22 日に社会保険事務所（当時）の窓口で脱退手

当金を受給した旨の申立人の署名及び押印が確認できる。 

   また、Ｂ所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、

脱退手当金の支給を意味する「脱手」の表示が確認できる上、脱退手当金

の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

   なお、申立人には、申立期間の前に脱退手当金が未請求となっている別

事業所での厚生年金保険被保険者期間が有るが、未請求の被保険者期間と

申立期間である被保険者期間とは別番号で管理されており、当時、請求者

からの申出が無い場合、別番号で管理されている被保険者期間を把握する

ことは困難であったことを踏まえると、支給されていない期間が存在する

ことに不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2480 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

        

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年７月１日から 31 年５月１日まで 

    株式会社Ａの厚生年金保険被保険者期間について、脱退手当金が支給

済みとされているが、脱退手当金を受給した覚えが無いので、調べてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、申立期間に係る脱退手当金が

支給されたことを示す「脱退手当金 資格期間 70 平均標準報酬月額

7,957 支給金額 11,936 円 支給（開始）年月日 32.６.26 」等が記載さ

れている上、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立期間の脱退手当金が支給決定された当時は、20 年以上の厚生

年金保険被保険者期間が無ければ年金を受給できない通算年金制度創設前

であることを踏まえると、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さ

はうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


